
 

 

 

 

企業長及び副企業長について（案） 

 

 

 

企業団設立時の企業長及び副企業長は、次のとおりとする。 

 

・企業長   浜田 恵造 

 

・副企業長  大西 秀人 

  

・副企業長  小野 正人 

 

 

【参考】選任に当たっての基本的な考え方 

○   企業団設立時の企業長及び副企業長は、企業団を構成する地方公

共団体の首長から選出する。 

 

○  設立時の企業長は知事とし、副企業長は市町長から選任する。 

資料４ 


